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新（改正後） 旧（現行） 

 

第１条 略 

 

（用語の定義） 

第２条 この仕様書における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。 

一～八、十～三十三  略 

 

九 「照査技術者」とは、成果物の内容について技術上の照査を行う者で、約款第 11 条第１項の規

定に基づき、受注者が定めた者をいう。 

 

第３条～第４条 略 

 

（主任担当者） 

第５条 受注者は、用地調査等業務における主任担当者を定め、契約締結後５日以内に発注者に通知

しなければならない。 

２ 主任担当者は、業務の履行に当たり、この用地調査等業務の主たる業務に関し、７年以上の実務

経験を有する者、若しくはこの用地調査等業務の主たる業務に関する補償業務管理士（一般社団法

人日本補償コンサルタント協会の補償業務管理士研修及び検定試験実施規程第 14 条に基づく補償

業務管理士登録台帳に登録されている者をいう。）の資格を有する者、又は発注者がこれらの者と

同等の知識及び能力を有すると認めた者であり、日本語に堪能（日本語通訳が確保できれば可。）

でなければならない。 

３ 受注者が主任担当者に委任できる権限は約款第 10 条第２項に規定した事項であるが、約款第 10

条第３項に基づく通知がない場合は、発注者及び監督員は、主任担当者に対して指示等を行えば足

りるものとする。 

４ 主任担当者は、第３章から第 15 章に定める業務がすべて完了したときは、各成果物について十

分な検証（受注者が委託に係る業務の成果物の瑕疵を防止するため、当該成果物を発注者に提出す

る前に、発注者の指示に従った成果物が完成しているかについて点検及び修正することをいう。以

下同じ。）を行わなければならない。 

  なお、第 24 条に定める成果物のうち、地図の転写図及び土地の実測平面図については各葉ごと

に、その他については表紙の裏面に主任担当者の資格・氏名の記載を行うものとする。 

５ 主任担当者は、照査結果の確認を行わなければならない。 

６ 主任担当者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等やむ

をえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受注者は発注者の承

諾を得なければならない。 

 

 

第１条 略 

 

（用語の定義） 

第２条 この仕様書における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。 

一～八、十～三十三  略 

 

九 「照査技術者」とは、成果品の内容について技術上の照査を行う者で、約款第 11 条第１項の

規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 

 

第３条～第４条 略 

 

（主任担当者） 

第５条 受注者は、用地調査等業務における主任担当者を定め、契約締結後５日以内に発注者に通知

しなければならない。 

２ 主任担当者は、業務の履行に当たり、この用地調査等業務の主たる業務に関し、７年以上の実務

経験を有する者、若しくはこの用地調査等業務の主たる業務に関する補償業務管理士（一般社団法

人日本補償コンサルタント協会の補償業務管理士研修及び検定試験実施規程第 14 条に基づく補償

業務管理士登録台帳に登録されている者をいう。）の資格を有する者、又は発注者がこれらの者と

同等の知識及び能力を有すると認めた者であり、日本語に堪能（日本語通訳が確保できれば可。）

でなければならない。 

３ 受注者が主任担当者に委任できる権限は約款第 10 条第２項に規定した事項であるが、約款第 10

条第３項に基づく通知がない場合は、発注者及び監督員は、主任担当者に対して指示等を行えば足

りるものとする。 

４ 主任担当者は、第３章から第 15 章に定める業務がすべて完了したときは、各成果品について十

分な検証（受注者が委託に係る業務の成果品の瑕疵を防止するため、当該成果品を発注者に提出す

る前に、発注者の指示に従った成果品が完成しているかについて点検及び修正することをいう。以

下同じ。）を行わなければならない。 

  なお、第 24 条に定める成果品のうち、地図の転写図及び土地の実測平面図については各葉ごと

に、その他については表紙の裏面に主任担当者の資格・氏名の記載を行うものとする。 

５ 主任担当者は、照査結果の確認を行わなければならない。 

６ 主任担当者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等やむ

をえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受注者は発注者の承

諾を得なければならない。 
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第６条～第９条 略 

 

（施行上の義務及び心得） 

第１０条 受注者は、用地調査等業務の実施に当たって、関連する関係諸法令及び条例等のほか、次

の各号に定める事項を遵守しなければならない。 

一 自ら行われなければならない関係官公署への届出等の手続きは、迅速に処理しなければならな

い。 

二 用地調査等業務で知り得た権利者等の事情及び成果物の内容は、他に漏らしてはならない。 

三 用地調査等業務は権利者の財産等に関するものであり、補償の基礎又は損害等の有無の立証及

び費用負担額の算定の基礎となることを理解し、正確かつ良心的に行わなければならない。 

  また、実施に当たっては、権利者等に不信の念を抱かせる言動を慎まなければならない。 

四 権利者等から要望等があった場合には、十分にその意向を把握した上で、速やかに、監督員に

報告し、指示を受けなければならない。 

 

第１１条～第２２条 略 

 

（成果物の一部提出等） 

第２３条 受注者は、用地調査等業務の実施期間中であっても、監督員が成果物の一部の提出を求め

たときは、これに応ずるものとする。 

２ 監督員は、前項で提出した成果物の一部について、その報告を求めることができる。受注者は、

当該報告に主任担当者及び監督員の求めに応じて照査技術者を立ち会わせるものとする。 

３ 受注者は、用地調査等業務のうち精度管理を実施するものとされたものについては、監督員の指

示により第２４条に定める成果物の提出に先立って仮提出をしなければならない。 

 

（成果物） 

第２４条 受注者は、次の各号により成果物を作成するものとする。 

一 用地調査等業務の区分及び内容ごとに整理し、編集する。 

二 表紙には、業務名、箇所名・路線等名、年度（又は履行期限の年月）、発注者及び受注者の名

称を記載する。 

三 目次及びページを付す。 

２ 本仕様書に様式の定めがないものは、監督員の指示による。 

３ 提出する成果物は、別記１成果物一覧表に掲げる必要な成果物等とし、部数は、正副各１部とす

る。 

４ 受注者は、成果物の作成に当たり使用した調査表等の原簿を、約款第 52 条に定める契約不適合

責任期間保管し、監督員が提出を求めたときは、これらを提出するものとする。 

第６条～第９条 略 

 

（施行上の義務及び心得） 

第１０条 受注者は、用地調査等業務の実施に当たって、関連する関係諸法令及び条例等のほか、次

の各号に定める事項を遵守しなければならない。 

一 自ら行われなければならない関係官公署への届出等の手続きは、迅速に処理しなければならな

い。 

二 用地調査等業務で知り得た権利者等の事情及び成果品の内容は、他に漏らしてはならない。 

三 用地調査等業務は権利者の財産等に関するものであり、補償の基礎又は損害等の有無の立証及

び費用負担額の算定の基礎となることを理解し、正確かつ良心的に行わなければならない。 

  また、実施に当たっては、権利者等に不信の念を抱かせる言動を慎まなければならない。 

四 権利者等から要望等があった場合には、十分にその意向を把握した上で、速やかに、監督員に

報告し、指示を受けなければならない。 

 

第１１条～第２２条 略 

 

（成果品の一部提出等） 

第２３条 受注者は、用地調査等業務の実施期間中であっても、監督員が成果品の一部の提出を求め

たときは、これに応ずるものとする。 

２ 監督員は、前項で提出した成果品の一部について、その報告を求めることができる。受注者は、

当該報告に主任担当者及び監督員の求めに応じて照査技術者を立ち会わせるものとする。 

３ 受注者は、用地調査等業務のうち精度管理を実施するものとされたものについては、監督員の指

示により第２４条に定める成果品の提出に先立って仮提出をしなければならない。 

 

（成果品） 

第２４条 受注者は、次の各号により成果品を作成するものとする。 

一 用地調査等業務の区分及び内容ごとに整理し、編集する。 

二 表紙には、業務名、箇所名・路線等名、年度（又は履行期限の年月）、発注者及び受注者の名

称を記載する。 

三 目次及びページを付す。 

２ 本仕様書に様式の定めがないものは、監督員の指示による。 

３ 提出する成果品は、別記１成果品一覧表に掲げる必要な成果品等とし、部数は、正副各１部とす

る。 

４ 受注者は、成果品の作成に当たり使用した調査表等の原簿を成果品の引渡しの日を含む年度の末

日から５年間保管し、監督員が提出を求めたときは、これらを提出するものとする。 
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第２５条～第２７条 略 

 

（精度管理対象業務の対応） 

第２８条 受注者は、第 23 条第３項で仮提出した成果物の内容等について、監督員から質問又は問

い合わせ等があったときは、必要な資料等を示し、これに答えるものとする。 

２ 受注者は、仮提出した成果物の内容等について、監督員から再検討又は修補の指示があったとき

は、速やかに、これに応ずるものとする。 

３ 受注者は、前項の修補の指示項目以外の項目についても、これに類する項目があると認めるとき

は、これを修補するものとする。 

 

第２９条～第１６０条 略 

 

（土地調書等の作成） 

第１６１条 受注者は、第３章、第５章及び第６章に定める業務の成果物により、土地調書（様式第

35 号）及び物件調書（様式第 36 号の１）を作成するものとする。 

２ 受注者は、必要に応じて、その他補償調査書（様式第 34 号の１、第 34 号の２）を作成するもの

とする。 

３ 土地の取得等の予定線外の建物、工作物及び立竹木については、調査書等の備考欄に「用地外」

と記入するものとする。 

 

（精度管理業務） 

第１６２条 精度管理業務とは、権利者に対し適正かつ公平な補償を実現するために、基準及び実施

細則への適合性、補償の具体的妥当性並びに積算の正確性等について、第 23 条第３項で仮提出さ

れた成果物のチェックを行い、その結果を報告することをいう。 

 

（精度管理の必要性） 

第１６３条 精度管理の必要性は、補償対象の態様、規模等から個々に判定するものとし、発注者が

自ら成果物の点検を行うことが出来るもの、又は類似の調査算定業務の発注実績から適正な成果が

得られるものは、精度管理業務の対象とはしない。 

２ また、精度管理には、調査算定等を請け負った者が当然に行うべき計算式のチェック等の業務は、

含まれない。 

 

第１６４条～第１６５条 略 

 

 

第２５条～第２７条 略 

 

（精度管理対象業務の対応） 

第２８条 受注者は、第 23 条第３項で仮提出した成果品の内容等について、監督員から質問又は問

い合わせ等があったときは、必要な資料等を示し、これに答えるものとする。 

２ 受注者は、仮提出した成果品の内容等について、監督員から再検討又は修補の指示があったとき

は、速やかに、これに応ずるものとする。 

３ 受注者は、前項の修補の指示項目以外の項目についても、これに類する項目があると認めるとき

は、これを修補するものとする。 

 

第２９条～第１６０条 略 

 

（土地調書等の作成） 

第１６１条 受注者は、第３章、第５章及び第６章に定める業務の成果品により、土地調書（様式第

35 号）及び物件調書（様式第 36 号の１）を作成するものとする。 

２ 受注者は、必要に応じて、その他補償調査書（様式第 34 号の１、第 34 号の２）を作成するもの

とする。 

３ 土地の取得等の予定線外の建物、工作物及び立竹木については、調査書等の備考欄に「用地外」

と記入するものとする。 

 

（精度管理業務） 

第１６２条 精度管理業務とは、権利者に対し適正かつ公平な補償を実現するために、基準及び実施

細則への適合性、補償の具体的妥当性並びに積算の正確性等について、第 23 条第３項で仮提出さ

れた成果品のチェックを行い、その結果を報告することをいう。 

 

（精度管理の必要性） 

第１６３条 精度管理の必要性は、補償対象の態様、規模等から個々に判定するものとし、発注者が

自ら成果品の点検を行うことが出来るもの、又は類似の調査算定業務の発注実績から適正な成果が

得られるものは、精度管理業務の対象とはしない。 

２ また、精度管理には、調査算定等を請け負った者が当然に行うべき計算式のチェック等の業務は、

含まれない。 

 

第１６４条～第１６５条 略 
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（精度管理の点検） 

第１６６条 受注者は、発注者から仮提出された成果物について精度管理業務チェックリスト（様式

第 120 号の１、第 120 号の２、第 120 号の３）により、精度管理業務を行うものとする。 

 

（精度管理の報告） 

第１６７条 受注者は、精度管理業務報告書（様式第 121 号）を前条の精度管理業務に用いたチェッ

クリストとともに発注者に提出するものとする。 

 

（精度管理後の成果物修補期間） 

第１６８条 精度管理後の成果物修補期間として、原則２週間を加算するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（精度管理の点検） 

第１６６条 受注者は、発注者から仮提出された成果品について精度管理業務チェックリスト（様式

第 120 号の１、第 120 号の２、第 120 号の３）により、精度管理業務を行うものとする。 

 

（精度管理の報告） 

第１６７条 受注者は、精度管理業務報告書（様式第 121 号）を前条の精度管理業務に用いたチェッ

クリストとともに発注者に提出するものとする。 

 

（精度管理後の成果品修補期間） 

第１６８条 精度管理後の成果品修補期間として、原則２週間を加算するものとする。 
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様式第２２号 

土 地 境 界 立 会 調 書 

     が施行する          工事のため必要な土地について下記の通り調書を作成

する。 

  年  月  日 

調査責任者                      ㊞ 

事務所立会者                     ㊞ 

 下記記載の土地の境界は、現地で立会のうえ、相違ないことを確認しました。 

立会者  住  所                          

           氏  名              ㊞ （続柄）     

            本人確認  免許証  個人番号カード           

                 その他 （                ） 

記 

                                   地内 

区分 所 在 地 番 地 目 登記簿面積（㎡） 登記簿名義人 摘 要 

対
象
地 

      

      

      

      

      

隣 

接 

地 

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第２２号 

土 地 境 界 立 会 調 書 

     が施行する          工事のため必要な土地について下記の通り調書を作成

する。 

  年  月  日 

調査責任者                      ㊞ 

事務所立会者                     ㊞ 

 下記記載の土地の境界は、現地で立会のうえ、相違ないことを確認しました。 

立会者  住  所                          

           氏  名              ㊞ （続柄）     

            本人確認  免許証  保険証  番号（        ） 

                 その他 （                ） 

記 

                                   地内 

区分 所 在 地 番 地 目 登記簿面積（㎡） 登記簿名義人 摘 要 

対
象
地 

      

      

      

      

      

隣 

接 

地 
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用地調査及び物件調査委託関係仕様書（令和７年４月１日）） 新旧対照表 

7 

新（改正後） 旧（現行） 
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様式第４０号の１０の１～８ 

○○地（    ）調査及び算定表 

価格判定基準日    年 月 日 

条 
 

件 

項  目 細 項 目 

標   準   地 対   象   地 
格 

 

差 

計 

記   号   

(土地表示) (土地表示) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第４０号の１０の１～８ 

○○地（    ）調査及び算定表 

価格判定基準日  令和 年 月 日 

条 
 

件 

項  目 細 項 目 

標   準   地 対   象   地 
格 

 

差 

計 

記   号   

(土地表示) (土地表示) 
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新（改正後） 旧（現行） 
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別 記１ 

成 果 物 一 覧 表 
 
１ 各成果物の提出部数は木造建物等の調査等に係る成果物（物件調書を含む）及び土地調書は各２部、他は各１部とする。 

２ 主な成果物の一覧は次のとおりとする。その他特記仕様書に指示する成果物を提出するものとする。 

３ 図面等において、本規格によりがたい場合は適宜の大きさとする。 
業 務 区 分 成 果 物 の 名 称 規 格 等 関 連 条 文 等 備 考 

地図の転写 転写図 長期保存に耐える用紙 第 41 条  

マイラー図 
ポリエステルシート（♯300） 

片面マット 
 

転写図の大きさ及び調査地域

により適宜裁断する。 

転写連続地図  第 46 条  

土地登記簿の調査 

土地調査書 Ａ４版（様式第 17 号） 第 47 条 

土地登記簿の謄本又は抄本

を必要とする場合は、特記仕

様書又は監督員が指示する。 

地積測量図転写 地積測量図及び土地所在図  第 41 条  

建物登記簿等の調査 建物登記簿等調査書 Ａ４版（様式第 17 号の 2） 第 47 条  

権利者の確認調査 権利者調査書 Ａ４版（様式第 19 号）   〃  

墓地管理者等の調査 墓地管理者調査表 Ａ４版（改葬及び祭し料要領参照）   〃  

墓地使用（祭し）者調査表 Ａ４版（       〃       ）   〃  

境界の確認 土地境界立会調書 Ａ４版（様式第 22 号） 第 50 条  

土地現地調査報告書 Ａ４版（様式第 22 号の 2）   〃  

公共用地境界確定協

議 
現況実測平面図    〃  

横断図    〃  

依頼書    〃 
公共要地管理者に提出した

控 

協議書    〃 協議確定書等 

土地の測量 用地実測図原図 
ポリエステルシート(♯300) 

片面マット 

第 55 条 縮尺 1/250 

測量距離により適宜裁断す

る。 

用地平面図 第 56 条 

確定図   〃 

用地管理図    〃 縮尺 1/500 

基準点網図 Ａ全版   

境界点成果簿 Ａ４版  

多角測量の場合のみ境界点

（座標）には適宜附号を付し、

略図を記載するものとする。 

土地面積計算書 Ａ４版   

土地調書 Ａ４版（様式第 35 号） 第 167 条  

関係官公庁への手続

き等 
公共測量実施計画書（案）  測量法第 36 条  

公共測量成果等の提出について（案）  測量法第 40 条  

その他の手続書類  第 57 条  
 

 

別 記１ 

成 果 品 一 覧 表 
 
１ 各成果品の提出部数は木造建物等の調査等に係る成果品（物件調書を含む）及び土地調書は各２部、他は各１部とする。 

２ 主な成果品の一覧は次のとおりとする。その他特記仕様書に指示する成果品を提出するものとする。 

３ 図面等において、本規格によりがたい場合は適宜の大きさとする。 
業 務 区 分 成 果 品 の 名 称 規 格 等 関 連 条 文 等 備 考 

地図の転写 転写図 長期保存に耐える用紙 第 41 条  

マイラー図 
ポリエステルシート（♯300） 

片面マット 
 

転写図の大きさ及び調査地域

により適宜裁断する。 

転写連続地図  第 46 条  

土地登記簿の調査 

土地調査書 Ａ４版（様式第 17 号） 第 47 条 

土地登記簿の謄本又は抄本

を必要とする場合は、特記仕

様書又は監督員が指示する。 

地積測量図転写 地積測量図及び土地所在図  第 41 条  

建物登記簿等の調査 建物登記簿等調査書 Ａ４版（様式第 17 号の 2） 第 47 条  

権利者の確認調査 権利者調査書 Ａ４版（様式第 19 号）   〃  

墓地管理者等の調査 墓地管理者調査表 Ａ４版（改葬及び祭し料要領参照）   〃  

墓地使用（祭し）者調査表 Ａ４版（       〃       ）   〃  

境界の確認 土地境界立会調書 Ａ４版（様式第 22 号） 第 50 条  

土地現地調査報告書 Ａ４版（様式第 22 号の 2）   〃  

公共用地境界確定協

議 
現況実測平面図    〃  

横断図    〃  

依頼書    〃 
公共要地管理者に提出した

控 

協議書    〃 協議確定書等 

土地の測量 用地実測図原図 
ポリエステルシート(♯300) 

片面マット 

第 55 条 縮尺 1/250 

測量距離により適宜裁断す

る。 

用地平面図 第 56 条 

確定図   〃 

用地管理図    〃 縮尺 1/500 

基準点網図 Ａ全版   

境界点成果簿 Ａ４版  

多角測量の場合のみ境界点

（座標）には適宜附号を付し、

略図を記載するものとする。 

土地面積計算書 Ａ４版   

土地調書 Ａ４版（様式第 35 号） 第 167 条  

関係官公庁への手続

き等 
公共測量実施計画書（案）  測量法第 36 条  

公共測量成果等の提出について（案）  測量法第 40 条  

その他の手続書類  第 57 条  
 

 


